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（木曜日）
第���������号

平成��年
�月��日

��
�
�

�

��
�
�

�

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く
監
視
伝
染
病
検
査
の
実
施  
�
�  
�
�（
九
七
・

畜

産

課
）　
一

○
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
に
基
づ
く
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項  
�
�
�（
九
八
・

林

業

課
）　
一

○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
�
�
�
�（
九
九
・　

〃　

）　
二

○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
�
�
�
�（
一
〇
〇
・　

〃　

）　
二

○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
�
�
�
�（
一
〇
一
・　

〃　

）　
三

○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
�
�
�
�（
一
〇
二
・　

〃　

）　
三

○
都
市
計
画
事
業
変
更
の
認
可  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
〇
三
・
下
水
道
課
）　
三

�
�
�
�
�
�
�

○
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
公　

告
）　
五

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

��

��
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
伐
倒
駆
除
を
命
ず
る
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

区
域
及
び
期
間

　

�　

区
域

　
　

唐
津
市
、
東
松
浦
郡
玄
海
町
の
区
域
内
に
存
す
る
松
林
の
う
ち
次
の
区
域
と
す
る
。

　

（
「
次
の
区
域
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
佐
賀
県
生
産
振
興
部
林
業
課
及
び
唐

津
市
役
所
及
び
玄
海
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

　

�　

期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二　

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

　
　

松
く
い
虫

三　

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
検
査
を
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

牛
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
を
把
握
す
る
た
め

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
全
域

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
の
対
象
と
な
る
牛
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
き
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。

四　

実
施
の
期
日

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五　

検
査
の
方
法

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
第
九
条
第

二
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
。

六　

そ
の
他

　

検
査
対
象
と
な
る
家
畜
の
保
管
等
に
つ
い
て
は
、
ハ
ラ
サ
ン
ギ
ョ
ウ
株
式
会
社
（
長
崎

県
東
彼
杵
郡
川
棚
町
三
越
郷
五
十
一
番
地
二
）
に
委
託
す
る
。
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松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
松
の
樹
木
の
存
す
る
松
林
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者

は
、
当
該
松
の
樹
木
を
伐
倒
し
て
焼
却
（
炭
化
を
含
む
。）
又
は
破
砕
を
行
う
こ
と
。

四　

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

　
　

松
く
い
虫
被
害
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め

五　

そ
の
他
必
要
な
事
項

　

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
、
速

や
か
に
、
唐
津
農
林
事
務
所
長
を
経
由
し
て
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
�
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請

書
を
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
、
速
や
か
に
、
唐
津
農
林
事
務
所
長
を
経
由
し
て
知
事
に

提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に

掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補

償
金
を
交
付
す
る
。

�　

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、
一
の
�
に
定
め
る

期
間
内
に
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行

う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

�　

知
事
は
、
四
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
額
が
三
に
掲
げ
る
措

置
を
行
う
べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
そ
の

者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
べ
き
損
失
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分

の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�



　

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
命
令

の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

区
域
及
び
期
間

　

�　

区
域　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

唐
津
市
に
存
す
る
松
林
の
う
ち
次
の
区
域
と
す
る
。

　

（
「
次
の
区
域
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
佐
賀
県
生
産
振
興
部
林
業
課
及
び
唐

津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

　

�　

期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で　
　

二　

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

　
　

松
く
い
虫

三　

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

　

松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
樹
木
を
伐

倒
し
て
薬
剤
を
散
布
し
、
又
は
当
該
樹
木
を
伐
倒
し
て
は
く
皮
し
、
並
び
に
松
く
い
虫
及

び
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
を
焼
却
す
る
こ
と
。

四　

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

　
　

松
く
い
虫
被
害
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め

五　

そ
の
他
必
要
な
事
項

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
、
薬
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指

示
に
従
う
こ
と
。

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
、
速

や
か
に
、
一
の
�
に
掲
げ
る
地
域
を
管
轄
す
る
農
林
事
務
所
長
を
経
由
し
て
知
事
に
そ

の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
三
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請

書
を
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
、
速
や
か
に
、
一
の
�
に
掲
げ
る
区
域
を
管
轄
す
る
農
林

事
務
所
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
損
失
補
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償
金
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償
金
を
交
付
す
る
。

�　

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、
一
の
�
に
定
め
る

期
間
内
に
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行

う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

�　

知
事
は
、
四
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
額
が
三
に
掲
げ
る
措

置
を
行
う
べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
そ
の

者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
べ
き
損
失
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分

の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
命
令

の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一  
区
域
及
び
期
間

　

�　

区
域

　
　
　

唐
津
市
の
区
域
内
に
存
す
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
区
域
と
す
る
。

　
（「
次
の
区
域
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
佐
賀
県
生
産
振
興
部
林
業
課
及
び
唐

津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

　

�　

期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
十
五
日
ま
で

二　

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

　
　

松
く
い
虫

三　

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

　

松
く
い
虫
の
被
害
を
受
け
、
又
は
受
け
る
恐
れ
の
あ
る
松
林
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す

る
者
は
、
当
該
松
林
に
お
い
て
地
上
か
ら
の
薬
剤
に
よ
る
防
除
を
実
施
す
る
こ
と
。

四　

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

　
　

松
く
い
虫
被
害
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め

五　

そ
の
他
必
要
な
事
項

　

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
場
合
は
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
、
速

や
か
に
、
唐
津
農
林
事
務
所
長
を
経
由
し
て
、
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
�
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請

書
を
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
、
速
や
か
に
、
唐
津
農
林
事
務
所
長
を
経
由
し
て
知
事
に

提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に

掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補

償
金
を
交
付
す
る
。

�　

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
松
林
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、
一
の
�
に
定
め
る

期
間
内
に
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行

う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

�　

知
事
は
、
�
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
額
が
三
に
掲
げ
る
措

置
を
行
う
べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
そ
の

者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
べ
き
損
失
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分

の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
命
令

の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　



������月�������� � � � � �������������� �

一　

区
域
及
び
期
間

　

�　

区
域

　
　
　

唐
津
市
に
存
す
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
区
域
と
す
る
。

　

（
「
次
の
区
域
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
佐
賀
県
生
産
振
興
部
林
業
課
及
び
唐

津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

　

�　

期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
十
五
日
ま
で

二　

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

　
　

松
く
い
虫

三　

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

　

松
く
い
虫
の
被
害
を
受
け
、
又
は
受
け
る
恐
れ
の
あ
る
松
林
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す

る
者
は
、
当
該
松
林
に
お
い
て
航
空
機
を
利
用
し
た
薬
剤
に
よ
る
防
除
を
実
施
す
る
こ
と
。

四　

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

　
　

松
く
い
虫
被
害
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め

五　

そ
の
他
必
要
な
事
項

　

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
場
合
は
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
、
速

や
か
に
、
唐
津
農
林
事
務
所
長
を
経
由
し
て
、
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
�
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

�　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請

書
を
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
、
速
や
か
に
、
唐
津
農
林
事
務
所
長
を
経
由
し
て
知
事
に

提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に

掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補

償
金
を
交
付
す
る
。

�　

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
松
林
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、
一
の
�
に
定
め
る

期
間
内
に
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行

う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

�　

知
事
は
、
�
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
額
が
三
に
掲
げ
る
措

置
を
行
う
べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
そ
の

者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
べ
き
損
失
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分

の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
命
令

の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

区
域
及
び
期
間

　

�　

区
域

　
　
　

県
内
一
円  　
　

　

�　

期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二　

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

　
　

松
く
い
虫

三　

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

　

一
の
�
に
掲
げ
る
区
域
に
存
す
る
松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
伐
採
木
等
（
伐
採
さ
れ

た
樹
木
そ
の
他
土
地
か
ら
分
離
し
た
樹
木
の
幹
及
び
枝
条
（
用
材
及
び
薪
炭
材
を
含
む
。）

を
い
う
。）
は
、
松
く
い
虫
を
駆
除
し
た
後
で
な
け
れ
ば
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
と
す
る
。

四　

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

　
　

松
く
い
虫
被
害
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
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銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
３３
年
法
律
第
６
号
）
第
５
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
、

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　
　
　
平
成
２１
年
３
月
１９
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
　
山
　
　
口
　
　
久
　
美
　
子

１
　
初
心
者
講
習
会
の
開
催
日
時
及
び
場
所

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

施
工
者
の
名
称

　
　

唐
津
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

呼
子
都
市
計
画
下
水
道
事
業　

唐
津
市
公
共
下
水
道
（
呼
子
処
理
区
）

三　

事
業
施
工
期
間

　
　

平
成
十
九
年
一
月
十
日
か
ら

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　
　

収
用
の
部
分　

変
更
な
し

　
　

使
用
の
部
分　

変
更
な
し

場
　
　
　
　
　
所

開
　
催
　
日
　
時

佐
賀
市
松
原
一
丁
目
１
番
１６
号

佐
賀
県
警
察
本
部

平
成
２１
年
５
月
２２
日
（
金
曜
日
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
　
経
験
者
講
習
会
の
開
催
日
時
及
び
場
所

場
　
　
　
　
　
所

開
　
催
　
日
　
時

唐
津
市
坊
主
町
４３３
番
地
１
       

佐
賀
県
唐
津
総
合
庁
舎

平
成
２１
年
４
月
１５
日
（
水
曜
日
）

午
後
１
時
３０
分
か
ら
午
後
４
時
３０
分
ま
で

佐
賀
市
八
丁
畷
町
８
番
１
号
　

佐
賀
県
佐
賀
総
合
庁
舎

平
成
２１
年
５
月
１８
日
（
月
曜
日
）

午
後
１
時
３０
分
か
ら
午
後
４
時
３０
分
ま
で

武
雄
市
武
雄
町
大
字
昭
和
２６５
番
地
  

佐
賀
県
武
雄
総
合
庁
舎

平
成
２１
年
６
月
１１
日
（
木
曜
日
）

午
後
１
時
３０
分
か
ら
午
後
４
時
３０
分
ま
で

３
　
そ
の
他

�
　
初
心
者
講
習
会
は
、
初
め
て
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
を
対
象
に
行
い
ま
す
。

�
　
経
験
者
講
習
会
は
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
者
を

対
象
に
行
い
ま
す
。

�
　
受
講
希
望
者
は
、
猟
銃
等
講
習
受
講
申
込
書
２
通
に
本
人
の
写
真
（
提
出
前
６
月
以

内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
の
上
三
分
身
で
縦
及
び
横
の
長
さ
が
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
も
の
）
２
枚
を
添
え
、
受
講
日
の
５
日
前
ま
で
に
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
を

経
由
し
て
佐
賀
県
公
安
委
員
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
　
講
習
会
の
開
催
日
に
つ
い
て
は
、
会
場
の
都
合
に
よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
申
込
み
の
際
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

�
　
講
習
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
こ
の
講
習
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
佐
賀
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

（
電
話
代
表
０９５２

－
２４
－
１１１１

　
内
線
３１７３

）
又
は
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
若
し
く

は
生
活
安
全
・
刑
事
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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